
 

 

「食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等（平成２２年９月分）について 

 

                                     

(１) 問い合わせ件数 

平成２２年９月１日～平成２２年９月３０日                ５５件  

 

(２) 内訳 

 

① 食品安全委員会関係 １１ 件 

委員会 ３ 件 

広報・ホームページ・メールマガジン ６ 件 

リスクコミュニケーション ２ 件 

 

食品安全基本法 ０ 件 

② 食品の安全性関係（注１）         ８ 件 

評価全般 ０ 件 

化学物質系 ２ 件 

生物系 １ 件 

新食品 ４ 件 

ＢＳＥ １ 件 

 

その他 ０ 件 

③ 食品一般関係（注２）        ３３ 件 

化学物質系 １０ 件 

生物系 ４ 件 

新食品 ４ 件 

プリオン ０ 件 

衛生関係 １２ 件 

食品表示関係 ２ 件 

 

その他 １ 件 

④その他 ３ 件 

資料２

   

注１）食品の健康影響評価に関すること、ファクトシートの内容に関すること等、主として食

品安全委員会の行う科学的評価に関係する事項 

注２）食品一般に関する事項及び表示や衛生管理等、主としてリスク管理に関係する事項 

 

 

- 1 - 

 



（参考）

食の安全ダイヤルへの質問数の推移

（平成２１年１月～平成２２年９月）

こんにゃく
入り
ゼリー

体細胞
クローン
牛等

新型
インフル
エンザ

ＤＡＧ
油

大豆イソ
フラボン

その他 小計

１月 10 0 5 0 0 1 40 46 3 59

２月 16 0 3 0 0 0 38 41 3 60

３月 14 0 10 0 0 2 39 51 6 71

４月 20 0 5 8 0 2 43 58 5 83

５月 21 0 5 15 0 0 29 49 1 71

６月 9 0 1 0 0 1 40 42 1 52

７月 13 0 0 0 0 1 36 37 1 51

８月 16 0 1 0 4 1 33 39 3 58

９月 11 0 1 0 21 0 24 46 3 60

１０月 5 0 0 2 8 0 28 38 2 45

１１月 8 0 1 1 2 0 35 39 1 48

１２月 9 0 0 0 1 0 29 30 0 39

１月 8 3 0 0 1 1 32 37 4 49

２月 8 0 0 0 0 6 32 38 2 48

３月 8 3 0 0 3 2 34 42 1 51

４月 4 0 0 0 2 2 30 34 4 42

５月 6 1 0 0 1 1 38 41 2 49

６月 14 3 0 0 0 0 52 55 3 72

７月 9 1 0 0 0 0 45 46 3 58

８月 10 2 0 0 1 2 37 42 1 53

９月 11 0 0 0 2 1 38 41 3 55

平成
２２年

合計

平成
２１年

食品安
全委員
会関係

食品の安全性関係
食品一般関係

その他
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（３)問い合わせの多い質問等 

Ｑ 特定保健用食品の許可に際して、食品安全委員会は安全性をどのように判断

しているのでしょうか。 

  

Ａ： 特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分

を含んでいて、特定の保健の用途に資する旨を表示して販売される食品です。特定

保健用食品として販売するためには、製品ごとに有効性や安全性について審査を受

け、表示について国の許可を受ける必要があります。 
 
 平成 21 年 9 月に消費者委員会と消費者庁が創設されたことに伴い、特定保健用

食品の表示に関する業務が厚生労働省から消費者庁に移管され、消費者委員会の新

開発食品調査部会などが有効性などを審議し、消費者庁長官が表示を許可すること

となりました。この許可に先立ち、食品安全委員会は、消費者庁（消費者庁設立前

は厚生労働省）からの依頼を受けて、科学的知見等に基づいた安全性の評価を行い

ます。 
 
この安全性の評価は、まず、食品安全委員会の下に設置した新開発食品専門調査

会において個別の食品ごとに、構成成分、その食品または関与成分の食経験、食品

形態を十分考慮した上で、消費者庁から提出された動物を用いた試験及びヒトにお

ける試験等のデータを基にして、原則として、当該食品中の関与成分について行い

ます。評価に必要なデータなどが不足している場合には、追加のデータなどの提出

を消費者庁に求めます。評価に当たっては、特定保健用食品は多くの場合疾病予備

群の人を対象としていることや、病気を治療中の人が摂取する場合もあることなど

を考慮しています。また、特に通常の食品とは異なる形態（錠剤、カプセル剤、エ

キス、粉末など）の場合には、過剰摂取される可能性なども考えつつ評価を行いま

す。 

 
 同専門調査会の審議結果については、国民からの御意見・情報を３０日間募集し

ます。食品安全委員会では、国民から寄せられた御意見・情報も踏まえて、同専門

調査会における審議結果を審議し、そこで得られた評価の結果を消費者庁に通知し

ます。消費者庁は、この評価結果を踏まえて許可することになります。 
 
＜参考＞ 
・新開発食品専門調査会（食品安全委員会） 
 http://www.fsc.go.jp/senmon/sinkaihatu/index.html 
・健康や栄養に関する表示の制度について（消費者庁） 
 http://www.caa.go.jp/foods/index4.html 
・新開発食品調査部会、新開発食品評価第一・第二調査会（消費者委員会） 
 http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/shinkaihatu/top.html 
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